
5 広報広報 あきしまあきしま　令和６年６月１日号令和６年６月１日号

令和６年度 市・都民税納税通知書を送付

市・都民税（住民税）の定額減税を実施

　令和５年の合計所得金額が1805万円以下で、令和６
年度市・都民税（住民税）所得割が課税されている方を
対象に行います。
　なお、減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）
が支給されます。詳しくは、納税通知書に同封のお知
らせ、または、市ホームページをご覧ください。

◇ 減税額　本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、
１万円
※ 国外に居住している扶養親族は除きます。
☆詳しくは、市民税係へ。

市ホームページはこちら▶

☆詳しくは、市民税係へ。

　年度切り替え作業のため、マイナンバーカー
ドを利用したコンビニエンスストアでの課税・
非課税証明書の交付サービスを一時停止しま
す。
◇ 日時　６月３日（月）の午前６時30分～５日
（水）の午後11時
☆詳しくは、市民税係へ。

課税・非課税証明書のコンビ課税・非課税証明書のコンビ
ニ交付サービスを一時停止ニ交付サービスを一時停止

令和６年度 市・都民税の課税・非課 令和６年度 市・都民税の課税・非課 
税証明書を発行税証明書を発行
　６月６日以降、市役所市
民税係、東部出張所、あい
ぽっく、環境コミュニケー
ションセンター、緑会館、
武蔵野会館で取得できます。 
また、郵送での請求や、マ
イナンバーカードを利用し

たコンビニエンスストアで
の取得もできます。
　ただし、市・都民税の申
告をしていない場合は、取
得できません。
☆詳しくは、市民税係へ。

　市・都民税（住民税）を個人で納付する方と年金から
天引きされる方に、令和６年度の市・都民税納税通知
書を６月６日に発送します。

２月に昭島市に引っ越してきました。以前住ん
でいた市から納税通知書が送られてきたのはな

ぜですか。
住民税は、その年の１月１日現在住んでいる市
区町村で課税されます。今年１月２日以降に市

外から転入した場合、令和６年度の住民税は昭島市
では課税されません。以前住んでいた市などから納税
通知書が送られますので、その自治体の支払い方法に
従って納付をお願いします。

給与から天引きされているのに、納税通知書が
送られてきたのはなぜですか。
給与以外の所得を、確定申告または住民税申告
していませんか。給与以外の所得にかかる住民

税は、納税通知書での納付となっています。全額、給
与からの天引きで納付を希望する方は、市役所市民税
係へ連絡してください。

３月に退職し、退職金から住民税を天引きされ
ました。３月分の給与からも住民税がいつもよ

り多く引かれました。更に今年度の納税通知書が送ら
れてきたのはなぜですか。

令和５年度の住民税は令和４年１月～12月の所
得を基に計算し、５年６月～６年５月の12回に

分けて給与から天引きされています。しかし、今年３
月に退職した場合は、４月・５月に天引きできないた
め、３月分の給与から一括して天引きしました。それ
とは別に退職金から天引きされたものは、退職金その
ものにかかる住民税です。なお、今回届いた納税通知
書は、退職前の給与所得（５年１月～12月）を基にした
６年度の住民税ですので、納付をお願いします。

確定申告書や源泉徴収票の控除額と納税通知書
の控除額が違うのはなぜですか。
住民税における所得控除の金額は、地方税法で
規定されています。地域社会の会費として住民

に負担を求めるという趣旨から、社会保険料等控除を
除き、所得税の所得控除より低い額となっています。

昨年65歳になり公的年金等を受けていますが、
昨年と今年の納め方が違うのはなぜですか。
公的年金等を受けている65歳以上の方の住民税
は、公的年金等から天引きされます。昨年度中

に65歳になった方は、昨年中の公的年金等に係る税額
のうち半分を今年の住民税の第１期（６月）・第２期（８
月）に納付書で納めていただき、残りの半分を３等分
にして10月、12月、２月の公的年金等から天引きされ
ます。
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